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●助成対象者　次の全てを満たす人に限ります。
▷国民健康保険人間ドック
① 35 歳から 74 歳までの市国民健康保険加入者
②国民健康保険税に滞納がない世帯
③平成 28 年度若年者健診、特定健康診査（集団健診、個別健診、通院治療者健診）受診および
受診予定のない人

▷後期高齢者医療人間ドック
①市内在住の人　②後期高齢者医療被保険者　③後期高齢者医療保険料に滞納がない人
④後期高齢者健診受診および受診予定のない人

●申請方法　人間ドックまたは脳ドックを実施する医療機関へ予約し、受診日のおおむね１カ月前か
ら前日までに、国保年金課（１階10番窓口）または各支所地域課へ申請してください。
●持ち物　医療機関の受診案内通知、各保険証、印鑑
●助成方法　
▷助成券方式　申請時に交付をされた助成券を受診医療機関へ提出し、検査費用と助成金額の差額
を支払う方式
▷償還払い方式　申請後、検査費用を医療機関へ全額支払い、後日実績報告と助成金の請求を行う
方式

※市との契約医療機関の有無によって異なります。詳しくは、国保年金課まで問い合わせください。
●助成金額

国民健康保険加入者 後期高齢者医療被保険者
①　１日ドック 最大 25,000 円 最大 25,000 円
②　１泊２日ドック 最大 30,000 円 最大 30,000 円
③　人間ドックと同一年度に受診する脳ドック 最大 10,000 円 最大 10,000 円
④　特定健康診査の検査項目を含む脳ドック 最大 20,000 円
⑤　上記以外の脳ドック 最大 15,000 円 最大 15,000 円

※助成は、年度内１回で①と③、②と③を受診した場合それぞれ助成対象となります。
●実施機関　人間ドック・脳ドックを実施している医療機関
問 国保年金課国保年金担当　 71・2473　 71・2503

国民健康保険加入者および後期高齢者医療被保険者の皆さんへ
人間ドック・脳ドック助成の申し込みを３月１日（火）から開始

自動写真撮影機を市役所本庁舎１階に設置

　個人番号カード交付申請や、履歴書など各種手続き
の際に必要になる顔写真を撮影・印刷できる機械が、
市役所本庁舎１階東側の行政資料・産業案内スペース
に設置されました。ぜひ利用ください。

●撮影料金　800 円～ 1,000 円
　　　　　　（注文内容により料金が異なります）

問 市民課市民担当　 71・2489　 71・2503
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市が認定した特定開発事業

　まちづくりの目標および基本方針に反しない内
容の開発事業として、以下の事業を認定しました。
●認定日　平成 28 年１月 15 日
申 請 者 株式会社穂高化学　代表取締役　内田　昭人

申 請 場 所 安曇野市穂高 8391番 10　外３筆

申 請 の 目 的 太陽光発電施設

申 請 者 株式会社矢口工務店　代表取締役　矢口　和宏

申 請 場 所 安曇野市穂高1052番１　外２筆

申 請 の 目 的 建売住宅（４戸）

申 請 者 安曇野不動産株式会社　
代表取締役　等々力　政彦

申 請 場 所 安曇野市三郷明盛 1865 番１　外１筆

申 請 の 目 的 建売住宅（５戸）

申 請 者 株式会社新栄土地　代表取締役　百瀬　元明

申 請 場 所 安曇野市豊科南穂高 6276 番１

申 請 の 目 的 建売住宅（１戸）

申 請 者 農事組合法人有明営農組合　
代表理事　金盛　啓展

申 請 場 所 安曇野市穂高有明 4125 番

申 請 の 目 的 農事組合法人事務所・倉庫

申 請 者 安曇野市教育委員会　教育長　橋渡　勝也

申 請 場 所 安曇野市豊科高家 2299 番 2　外 1筆

申 請 の 目 的 高家スポーツ広場駐車場

申 請 者 リーフ動物病院　院長　袴田　剛

申 請 場 所 安曇野市穂高 8219 番２　外１筆

申 請 の 目 的 動物病院

問建築住宅課開発調整係
　 71・2243　 72・3569

●市県民税 （随時）
●固定資産税 （４期）
●後期高齢者医療保険料 （11 期）
●介護保険料 （11 期）
●水道料金 （穂高 ･三郷地域）
●下水道使用料 （豊科・堀金･明科地域）

=納期限は2月29日（月）=

２月の納期

平成
28年度

設置した自動写真
撮影機

市民課

※はがきを開くと3面になり、
その中央が調査票となります。

　対象が５人以上の場合、はが
きが複数枚になります。

正面入口　
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